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★本年も大変お世話になり、心より御礼申し上げます。本年度のFax Newsの発行は、本号をもって終了とさせて

いただきます。来年もどうぞよろしくご支援、ご指導のほど、お願い申し上げます。
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社福の参加引き続き検討へ

～医療法人、社福一体運営の新型法人制度創設に向けた議論～

子育て支援員、研修科目案公表へ

～専門研修も義務付け、質確保図る～

介護報酬引き下げか

～特養中心に２～３％～

◆来年４月から新設される子育て支援員(以下「支援員」という。)に

ついて、研修内容などを議論している「子育て支援員研修制度に関す

る検討会」(座長：汐見稔幸／白梅学園大学長)が16日に開催され、研

修の要綱案が示されました。研修内容は、子育て支援に必要な知識な

どを学ぶ基本研修と怪我の応急処置など、支援員として各事業所に従

事するために必要な知識を学ぶ専門研修から構成されています。

支援員は来年度から始まる子ども・子育て支援新制度において、不

足する人材を確保することなどを目的に新設されるもので、その担い

手として子育て経験のある主婦や職

業経験のある人などを対象にしてい

ます。研修は都道府県や市区町村等

が全国一律基準で行い、研修を修了

れば支援員になることができます。

新制度では量拡充とともに質の充

実も図っていく方針で、支援員研修

の議論でも検討されていました。専

門研修の中には、現場実習を義務付

けるものがある他、都道府県に対し

て定期的なフォローアップ研修の実

施を求める等、質の確保に向けた取

り組みが盛り込まれているものがあ

ります。今後、厚労省が正式に決定

して来年４月から認定が始まります

が、支援員の制度がどれほど広まる

かが注目されます。

(参考：厚労省ＨＰ／

NHKニュース／朝日新聞ウェブ)

◆複数の医療法人や社福が一体となって医療、介護を提

供する新型法人制度創設に向け検討を進めている、医療

法人の事業展開等に関する検討会（座長：田中滋／慶大

大学院経営管理研究科教授）が先月27日に開催され、

新型法人の参加対象から社福を除く検討案が厚労省より

示されました。

新型法人制度は、医療法人や社福等を一体的に経営す

ることで、医療と介護を切れ目なく提供するとともに、

法人間での資金融通や人事異動を通して経営の効率化を

図ることなどを目的に議論が行われていました。

昨年の成長戦略などに新型法人制度創設が盛り込まれ

たことから同検討会で１年余り議論が進められてきまし

たが、委員からは「社福を新型法人の支配下に置くこと

には無理がある」「なぜ新型法人が必要なのかという議

論が抜けている」などといった否定的な意見が出されて

いました。今回の方針はこうした委員からの意見が反映

されていると思われます。

一方、今回の総選挙で自民党が示した公約では「同じ

地域にある病院・社会福祉施設を一つのグループとして

経営する」といった方針を示しており、社福の参加が見

送られるのかどうか注目されます。

(参考：厚労省ＨＰ／福祉新聞)

非営利新型法人制度創設非営利新型法人制度創設非営利新型法人制度創設非営利新型法人制度創設にににに向向向向けたけたけたけた検討事項検討事項検討事項検討事項((((抜粋抜粋抜粋抜粋))))

＜＜＜＜参加法人参加法人参加法人参加法人のののの範囲範囲範囲範囲＞＞＞＞

⇒⇒⇒⇒地域における病院や診療所などの医療事業を実施する

法人とし、社福の具体的な取扱いについては引き続き

検討する。

＜＜＜＜地域内地域内地域内地域内のののの介護事業介護事業介護事業介護事業をををを実施実施実施実施するするするする者者者者のののの参加参加参加参加についてについてについてについて＞＞＞＞

⇒介護事業を実施する者については、社福制度改革でも

議論されている公益性・非営利性を確保する観点から

厳しい規制が講じられていることを踏まえれば課題が

あるとの考え方がある一方、地域包括ケア推進の観点

から介護事業を実施する社福等も対象とする考え方が

あり、引き続き議論が必要。

＜＜＜＜新型法人新型法人新型法人新型法人のののの透明性透明性透明性透明性のののの確保確保確保確保＞＞＞＞

⇒新型法人は複数の法人における統一的な事業実施方針

の決定等を行う法人であり、その活動は地域へ大きな

影響を及ぼすことから、透明性を確保するため、公認

会計士等による外部監査の実施やホームページ等によ

る財務諸表の公告を義務付けてはどうか。なお、会計

基準の異なる多様な法人が参加することに伴う技術的

な課題も検討する。

◆報道によると、来年度に予定されている介護

報酬改定について、政府は引き下げの方向で検

討していることが明らかになりました。介護報

酬改定は原則３年ごとに行われ、実際に引き下

げが実施されると９年ぶりになります。

介護報酬は介護サービスを提供した事業者が

受け取る総収入で、１割を利用者が、残りは保

険料や税金から賄われています。介護報酬が下

がると利用者や公費の負担が減る一方で、事業

者の減収となる他、低賃金で問題となっている

介護職員の処遇にも影響があることが予想され

ます。このため前号で既報の通り、処遇改善加

算は存続させ、職員１人月１万円程度の引き上

げを実施することが審議会で検討されており、

更なる人手不足を招かないよう配慮する方針で

す。

引き下げの議論は、特養等の収支差額が高い

ことを背景に財務省が提案していました。同省

は10月に開催された審議会の中で６％程度の

マイナス改定を要求していましたが、下げ幅を

最小に抑えたい厚労省との間で調整が続いてい

る模様で、実際には▲２～３％になるのではな

いかと報道されています。今後、予算編成で最

終的に決定され来年４月から実施といった流れ

になります。

(参考：朝日新聞／毎日新聞ウェブ

／東京新聞ウェブ／日経新聞ウェブ)

支援員研修支援員研修支援員研修支援員研修のののの流流流流れれれれ

修了証受領後支援員へ

基本研修基本研修基本研修基本研修

○子ども・子育て家庭の現状

○子どもの発達

○保育の原理

○子どもの障害 等

専門研修専門研修専門研修専門研修

(就労先に合わせて選択)

○放課後児童コース

○社会的養護コース

○地域保育コース

○地域子育て支援コース
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